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1. 通所介護の機能類型化について 

 

○ 「通所介護のあり方に関する調査研究事業報告書」（平成 25年度 厚生労働省老人

保健事業推進費等補助金 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 平成 26 年３

月）においては、充実を図るべき通所介護機能の方向性として①認知症対応機能、

②重度者対応機能、③心身機能訓練～生活行為力向上訓練機能～、④地域連携拠

点機能を掲げているが、その機能の充実を図るべく評価を検討してはどうか。 

 

○ なお、同報告書においては、いくつかの要件に該当するものと非該当事業所を分

けて記載しているが、該当事業所のサンプルが少ない点にも注意が必要である。

併せて、「必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図るものでなければならない」ことからも、機能類型に注視するあま

り、基本的なレスパイト機能等を軽視することがあってはならない。 

 

○ これらを踏まえた上で、第 104回 介護給付費分科会における主な論点「Ⅳ 地域

における特養の役割」において、特別養護老人ホームにおける人員基準（特に、

常勤・専従）について記載があるが、特別養護老人ホームの約半数が通所介護事

業所を併設していることに鑑み、併設する通所介護事業所が機能類型に応じた専

門職等を加配した場合に加算として認め、さらに当該加配専門職の常勤・専従要

件を緩和することによって、地域にその人的資源等を展開するものに資するもの

としてはどうか。 

 

○ 具体的には、例えば看護師等の専門職の加配によって加算（Ⅰ）（以下、加算（Ⅰ）

配置職員という）を設け、加算（Ⅰ）配置職員が利用者の居宅に出かけ、相談援

助・機能訓練等を柔軟に行うことに対して、加算（Ⅱ）として認めてはどうか。 

 

 

基本報酬分 

加算（Ⅰ） 類型該当職員の加配 

加算（Ⅱ） 

単位 

評価 

（経営努力） 

加算（Ⅰ）配置職員がその居宅において相談援助・機能訓練等を行った場合に評価 

機能分類とその評価のイメージ図 

専門職（看護師等）を加配した段階で評価 

従前どおり 
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○ このとき、加算（Ⅱ）の算定にあたっては、通所介護事業所が「居宅において有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世

話及び機能訓練を行うこと」を前提としていることに鑑み、加算（Ⅰ）配置職員

がその居宅において①相談援助・機能訓練等を行ったか否か等の要件に留め、専

従要件は設けないことでどうか。 

 

○ 併せて、「通所介護のあり方に関する調査研究事業報告書」では通所事業において、

共通して実施推進が必要な機能（土台となる機能）として①アセスメント、ニー

ズに基づく個別サービス計画立案とサービス実施の PDCAを実施する、②生活機

能維持向上の観点からのケア（食事、トイレ、入浴、相談）を実施する、③ケア

マネジャーや地域包括支援センター、医療機関、多職種、地域住民等との連携し、

利用者の在宅生活機能を支援する、④施設内及び地域環境共に活用し、利用者各

人のその人らしい社会性の保持を支援することを掲げており、これらの機能を果

たすことについて通所介護を評価する際の指標のひとつとしてはどうか。 

 

2. 通所介護事業所における送迎について 

 

○ 平成 18年度介護報酬改定において、送迎加算が基本単価に包括されている。一方

で、送迎の時間・範囲については差があること、送迎にあわせて介護保険外サー

ビスを提供している実態もあることに鑑み、サービス提供時間に含めることや、

地域区分とは別に移動時間数の提示による加算、或いは特定の介護保険外サービ

スであっても付随的に行う必要がある行為について加算とするなど、評価のあり

方を検討すべきではないか。 

 

（参考 通所介護のあり方に関する調査研究事業 報告書） 
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（参考 福井県デイ協 平成 26年３月「県内デイサービスセンター事業運営状況等に関する調査」

調査結果 n=155） 
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（参考 青森県デイ協 「平成 26年度 通所介護に関わるアンケート調査」n=212） 
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（参考 北海道デイ協 平成 26年３月 「デイサービスの運営とサービス向上を考える」 n=1,505） 

 
※自由記述欄 一部抜粋 
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3. 小規模型通所介護について 

 

○ 指定通所介護事業所は、「必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない」と規定されている（指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第 92条）。 

 

○ 通所介護は多岐にわたる機能をこれまでにも担ってきているが、指定基準のとお

り、本質的には単に社会的孤立感の解消のみや、心身の機能の維持のみを以て通

所介護事業所と捉えるべきではない。 

 

○ その意味で、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持といった通所介

護事業所として当然備えているべき機能に加え、例えば下表のうち、利用者及び

その家族からの要望に沿うことは、「利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減」

に資するものであると考えられる。 

 

（参考 通所介護のあり方に関する調査研究 報告書） 

 

 

○ この点、小規模型通所介護３～５時間のサービス提供が「利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図る」ことに資するものであるか否か、議論の余地があ

① 

② 

④ 

③ 

⑤ 
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るのではないか。 

 

○ 以下のとおり上記の「増えている通所介護サービスの利用目的」、すなわち「利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る」ことについては、他の事業所と

比べて低い。 

 

（参考 通所介護のあり方に関する調査研究 報告書） 

 

  

① 

② 

④ 

③ ⑤ 
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○ 特に３～５時間の短時間サービスを提供することが多い小規模型通所介護におい

ては、その給付費が増大している。利用定員が 18人以下の小規模型通所介護は、

平成 28 年度に地域密着型通所介護等に移行となることも含め、効率化の観点か

ら見直しが必要と考えるが、どうか。 

 

（参考  第 100回 社会保障審議会 介護給付費分科会 資料） 
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4. お泊りデイサービスについて 

 

○ 本来、宿泊を伴う介護サービスは短期入所生活（療養）介護や小規模多機能居宅

生活介護（複合型含む）で行い、それらの機能を含めた介護サービス計画（ケア

プラン）の中で位置づけられて実施されることが、在宅生活の継続支援のために

は必要であると考えられる。 

 

○ しかし、宿泊機能を想定していない通所介護において単に夜間の預かりのみをす

ることは、利用者の生活の質を下げる可能性もある。 

 

○ 通所介護のあり方に関する検討会報告書の内容も踏まえ、むしろ、お泊りデイサ

ービスを利用しなければならない世帯の状況、背景等の実態をまずは把握し、制

度の狭間にあるこうしたサービスを利用しなければならないことについて、国民

的な議論が必要と考えるが、どうか。 
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※利用者のうち、約４割が認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上となっている。 

 

 

※宿泊サービスの利用経緯として、家族からの要望が７割近くを占めている。 

 

 


